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事 業 の 概 要 

1. 事業所及び代表者名 

   有限会社 関也建設   代表取締役 関 保彦  

2. 所在地 

静岡県三島市長伏 １４７－６（三島本社） 

静岡県三島市長伏 １９７－３（資材置場） 

3. 環境管理の責任者及び連絡先 

環境管理責任者  営業部長  鈴木 幸一 

連絡先  ℡ ０５５－９７７－９３１２ 

         fax ０５５－９７７－０３１５ 

    E-mail         sekiya.kensetsu@ny.thn.ne.jp 

4. 事業内容 

建設業 許可番号 静岡県知事許可（特-5）第 033332 号 

建設業の種類  土木、とび･土工、石、鋼構造物、管、造園、 

         しゅんせつ、塗装、水道施設、舗装  工事業 

産業廃棄物収集運搬許可  第 2201122137 号 登録車両 9 台 

（但し、自社運搬のみ） 

電子マニフェスト排出事業者加入者番号 ･･･ 1048321 

電子マニフェスト収集運搬加入者番号  ･･･ 2015033 

取扱品の種類（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、

がれき類、紙くず、木くず、繊維くず）以上 7 品目 

5. 事業規模 

活動規模 単  位 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

 

売上高 千円 402,437 411,165 362,507 351，600 333,447 

従業員 人 20 20 15 13 13 

床面積 ㎡ 50 50 50 150 150 

置場面積 〃 700 700 700 700 700 

6．対象範囲  全社、全活動及び全従業員を対象とする 
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有限会社関也建設  環境方針 

 

〔 環境理念 〕 

有限会社 関也建設は清らかな水と緑豊かな自然に恵まれた三島市の南部に  

位置し、舗装工事業を営む事業所として常に近隣への環境に配慮し、自然環境と

の調和を図り、会社全体で環境保全活動を通し地域社会に貢献します。 

 

〔 基 本 方 針 〕

  

1）  事業所及び作業現場で使用する二酸化炭素（電力、燃料）排出量及び    

水の使用量を削減します。 

2）  廃棄物の適正な運搬･処理を行い計画的削減を目指します。 

3）  グリーン購入の推進・エコドライブの実施を行います。 

3  再生環境資源購入の推進・エコドライブの実施を行います。                           

4）  環境関連法規制等を遵守し社会的信頼を得られる会社を        

目指します。 

４  事業所近隣の方の為の配慮（低騒音低振動の機械の使用、      

作業時の機械運転ストップ等） 

5）  全社員に環境方針を周知徹底し、全員参画による取組を行います。 

5  地域と常に密接に連携し積極的にボランティア活動に参加します。 

（三島市の清掃作業・花植作業・奉仕作業等）環境美化運動 
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2、購入電力：原因：夏場のためエアコンの使用が多くなった。是正：引き続き継続して節電に努める。 
 

 



中期活動計画 

環境活動計画 

１． 電気使用量の削減 

  （目標値）・・・令和 5年度の実績に対して 1％の削減を目指す                          

  ＊ 太陽光発電設備の定期点検  〔 年 2回実施 〕 

  ＊ エアコンの設定温度管理    〔 冷房 28±１℃、暖房 23±１℃に設定 〕 

  ＊ クールビズ、ウオームビズを推奨   〔 新制服素材の見直し 〕 

  ＊ 昼休み及び無人の部屋は消灯する  〔 時間を決めﾁｪｯｸの徹底 〕 

２． 燃料使用量の削減 

   （目標値） ・・・令和 5年度の実績に対して 1％の削減を目指す 

＊ 不必要なアイドリングの禁止   〔 環境に最大限の配慮 〕 

＊ 不要な荷物を降ろす    〔 必要最小限での積載 、過積載の禁止〕 

＊ 急発進、急加速の禁止   〔 時間と心にゆとりをもって 〕 

＊ タイヤの空気圧のチェック   〔 適正な空気圧で計画的な運行経路で 〕 

＊ 燃費の悪くなった古い車輌を買い替え ［ 今後も検討課題 ］ 

＊ 環境基準適合の舗設機械の新規導入 ［ 今後も検討課題 ］  

３． 水使用量の削減 

（目標値） ･･･令和 5年度の実績に対して１％削減を目指す  

  ＊ 洗車時の節水      〔 節水こまの設置 〕 

  ＊ 雨水の利用       〔 雨水の利用を効果的に考え展開する 〕 

  ＊ 現場内の散水は河川などの水を出来る限り利用する 〔現場周囲の水利を事前に確認〕 

４． コピー用紙使用量の削減 

＊ コピー及びプリントアウトは必要最低限とする 〔 印刷前プレビューで確認 〕 

＊ FAX受信用紙は裏白紙を使用する  

＊ プリンターの試し打ちは裏白紙を使用する 

＊ カウンターを月に一度チッェクする 



５． 廃棄物の適正な処理 

  ＊ 産業廃棄物の分別回収に努める 

  ＊ 建設副産物は適正な処理場にて 100％リサイクルを行う 

  ＊ 建設廃棄物はマニフェストにて確実に管理する                          

     （公共工事においては電子マニフェストへの完全移行）  

     （民間工事においても電子マニフェストへの完全移行） 

６．グリーン購入の推進 

＊ 事務用品はグリーン購入を行い、廃棄物の量を削減する 

７．エコ・ドライブの実施 

  ＊不必要なアイドリング・ストップを徹底させる 

  ＊適正なタイヤの空気圧の確認、過積載の禁止 

８． 環境関連法規の遵守 

  ＊ 環境関連法規についての勉強会   〔 6月･12月 〕 

    関係下請負業者にも参加を募り広く計画的に展開する。 

    環境セミナーへの参加により、常に新しい情報を得て活動を推進する。 

 9. 地域環境整備活動 

    ＊ 三島市役所主催の環境美化・緑化運動への積極参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



環境活動計画の内容 

令和 6年度の実施内容 

 



 

 

 



 



 



 



 


